
事務局：久留米市教育委員会 教育部総務 

電話：0942-30-9213 FAX:0942-30-9719 

メール: kyousou@city.kurume.lg.jp 

第８回  久留米市立大橋・善導寺小学校統合準備協議会  

 

 

  ■日時：令和７年１１月２６日（水）  １９：００～  

  ■場所：善導寺小学校  視聴覚室  

 

 

１  協議事項  

（１）バスの乗り方教室について（案）       － 資料１  

 

（２）大橋・善導寺小学校統合後の学童保育について（案）  

                        － 資料２  

 

２  報告事項  

（１）善導寺小学校施設改修について        － 資料３  

 

（２）交流事業について              － 資料４  

 

 

３  その他  

 

 

 

 

 



協議事項（１） バスの乗り方教室について（案） 

【開催日】 

 令和 8 年 1 月 17 日（土）9 時 00～11 時 30 分 ＊雨天時も開催 

 

【場 所】 

 おおはし歴史公園（久留米市大橋町合楽 1082 番地） 

 ＊受付は大橋小学校体育館で行います。 

 ＊お車は、小学校駐車場に停めてください。 

 

【対象者】 

  大橋小学校に通う児童 

  大橋町に在住の来年度新 1 年生児童 

  ＊実際の通学を想定して、可能であればランドセルをお持ちください。 

   （予備をいくつか用意します） 

 

【スケジュール】予定 

 9:00  受付開始（受付時にグループ分けを行います） 

 9:15  開会（大橋小学校 体育館） 

 9:20  体験開始（40 分） 

［Ａグループ］        ［Ｂグループ］ 

       ・バス講座          ・乗車体験 

        バスの時刻表の見方       バスの大きさや仕組みを知ろう 

        バスの運行経路を知ろう     定期券のタッチ方法 

        （合楽～善導寺 区間）      現金で乗り方 

等     車内アナウンスを聞いてみよう 

                         降車ボタンの押し方 

                 車内でのマナーを学ぼう   等 

10:00  体験グループの交代（トイレ休憩） 

 10:10   交代して体験（40 分） 

 10:50  体験終了（体育館に集合） 

 11:00  質問の時間 

 11:20  感想（アンケート）の時間 

 11:30  閉会 

         

【その他】 

  当日の様子を撮影し、今後の資料として使用する場合があります。 

  差し障りがある方は事前に事務局までお知らせください。 

久留米市教育委員会 総務 
担 当：田中・古賀 
連絡先：0942-30-9213 
   ：080-3302-5816 
    kyousou@city.kurume.lg.jp 

 

資 料 １ 

教育部総務学校規模チーム 

イメージ図  



 

 

協議事項（２） 大橋・善導寺小学校統合後の学童保育について 

 

 

１．大橋校区学童保育所を利用する保護者意見交換会の実施について 

大橋校区学童保育所を利用する児童の小学校統合後の学童保育所の利用について、保護者

と意見交換会を実施。 

 

（１）実施日 

【1回目】令和７年７月１日（火）１９時～ 参加者：９名 

【2回目】令和７年９月２日（火）１９時～ 参加者：５名 

※２回目の意見交換会を欠席した保護者向けに意見や質問を受付 

受付期間：令和７年９月８日（月）～２２日（月） 

【３回目】令和７年１１月１１日（火）１９時～ 参加者：７名 

 

(２)意見交換内容 

〇大橋校区の児童の受け入れ場所 

〇善導寺校区学童保育所で大橋校区の児童を受け入れる場合の通所支援 

 

(３)意見交換会時に出た意見 

大橋校区の児童の受け入れ場所 

〇大橋保育園へのきょうだい児のお迎え等もあるため、統合後も大橋学童保育所で保育が

できないか 

〇きょうだい児のクラス分けはどうなるのか 

善導寺校区学童保育所で大橋校区の児童を受け入れる場合の通所支援 

〇タクシーを利用するなどして、細かい運行時間の設定を検討してほしい 

〇低学年だと１人で西鉄バスに乗れるか不安なので、夏休み期間や土曜日だけでもスクール

バスでのお迎えができないのか 

〇児童が混乱するため、年度途中で通学方法が変わらない方がいい 

〇早朝見守りは利用者が少なく、児童を少人数で登所させるのが不安なので、タクシー等の

通所支援を利用したい 

〇帰宅時も少人数での帰宅になる可能性があるため、タクシー等の通所支援を利用したい 

その他 

〇統合前に善導寺学童と交流会をしてほしい 

 

 

 

資 料 ２ 

子 ど も 政 策 課 



２．対応案について 

（１）統合後の学童保育の実施場所 

【対応案】 

大橋校区の児童を善導寺校区学童保育所で受入れを行う 

【理由】 

①児童の安全確保（災害発生時のリスク、不審者への対応） 

②児童の健やかな人間関係の形成（校区別に児童を保育することの影響） 

 

（２）通所支援 

【対応案】通年で地区毎にタクシー送迎・西鉄バス利用 

期間 通年 

地区 蜷川 蜷川以外 

通所方法 ジャンボタクシー 西鉄バス 

送迎場所 

【蜷川のお宮】⇔  

【善導寺学童保育所】 

※小学校敷地内への乗り入れ 

 

 

 

運行本数 

【行き】 最大２便を想定 

早朝見守り利用者 １便 

通常利用者 １便 

【帰り】 最大２便を想定 

通常利用者 １便 

延長保育利用者 １便 

※帰宅時には送迎場所への保護

者のお迎えが必要になります。 

※参考（平日運行ダイヤの場合） 

【行き】 

７時台  ５便 

８時台  ４便 

【帰り】 

１６時台 ５便 

１７時台 ４便 

１８時台 ４便 

備考 
蜷川地区の児童の利用が優先される前提で、 ジャンボタクシーに

空きがあれば、蜷川地区以外の児童も利用可能とする。 

 

（３）その他 

①学童保育の施設 

既存の学童保育施設（小学校校舎側と運動場側）で保育を実施する 

②受け入れ児童 

対象児童は１年生から６年生まで 

 

※１１月１１日（火）に実施した第３回目の大橋学童保護者意見交換会において、 

上記を提案し、最終案として決定を行った。 

 

 



３．継続検討事項 

見守り 西鉄バス利用児童の見守りについて 

マニュアル 
緊急時を含むタクシー・バス及び西鉄バス利用時のマニュアルに

ついて 

利用ルール タクシー・バス利用時のルールや運行時間について 

 

（参考）大橋校区学童利用児童推計 

 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

蜷川 7 6 7 7 5 7 

合楽 6 １１ 13 13 12 9 

常持 7 12 17 17 13 14 

その他 1 3 3 3 1 1 

合計 21 32 40 40 31 31 
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善導寺小学校 南門周辺の出入口整備について 

 

１．整備の目的 

 大橋小学校との統合に伴い、スクールバスでの登下校が可能となるように、南門周辺にバス転回スペ

ースの整備及び、歩行者用通路の整備を行います。 

 

２．整備概要（善導寺小南門周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．整備の作業について 

施工業者 未定（12 月中旬頃決定） 

作業時間帯 9：00～17：30 頃まで 作業工期 12 月下旬～3 月上旬まで 

○ トラック・ダンプ等の大型車両による搬出入は、児童の登下校の時間帯を避けます。 

 （必要に応じてガードマンを配置します） 

○ 工事中は児童が作業エリアに入らないよう、囲い（フェンスやカラーコーン）を設置します。 

○ 作業予定等の詳細は、施工業者と学校とで定例会議を実施し、調整を行います。 

 

４．整備に伴う出入口の変更（重要） 

● 南門からの登下校・進入ができなくなる時期がありますので、歩行者用通路の整備を先

に完了し、歩行者用通路からの登下校を行うようにします。 

● 南門付近の駐車場の利用も制限がかかるので、正門周辺の駐車場を利用いただく場

合があります。（学童保育所や学校施設開放の利用者など）。 

 

※ 詳細は、施工業者決定後に、学校及び学童保育所等と相談しながら決定し、 

（保護者連絡帳アプリなどで）都度周知させていただきます。 

 

令和 7 年 11 月 26 日 

久留米市教育委員会 

学校施設課 

＜整備に関する問合せ先＞ 久留米市教育委員会 学校施設課 有富（ありとみ） 

TEL0942-30-9214 FAX0942-30-9719 



 

 

報告事項（２） 交流事業について 
 

１ 目的 

児童が安心して令和８年度の統合を迎えられるように、通学路の確認をしたり、

善導寺小学校での交流活動を行ったりして、子ども達が互いを知り、新しい環境に

慣れることを目的に交流事業を実施します。 

 

２ 令和７年度計画（案） 

善導寺小学校では統合に向けて学校施設等の改修工事を行っています。また、屏

水中学校区では、これまでの４小合同授業の取組により、お互いを知る素地ができ

ていることから、児童教職員の安全面等を考慮して、本格的な交流は２学期以降に

実施します。 

 

※交流内容や日時などの詳細は後日決定します。決まり次第、ご報告いたします。 

 回数 日にち 学年 時間 内容 備考 

１
学
期 

１ 6 月 25 日 １､5年 午前中 善導寺小校内見学  

２ 6 月 27 日 2,3,4 年 午前中 善導寺小校内見学  

２
学
期 

３ 10 月 7 日 1 年 １日 社会見学（大牟田市動物園）  

４ 10 月 15 日 5 年 １日 社会見学（水俣）   

５ 10 月 15 日 3 年 午前中 授業交流＋給食 ４小合同後 

６ 10 月 21 日 4 年 午前中 授業交流＋給食 ４小合同後 

７ 10 月 25 日 
全学年 

(希望者) 
午前中 善導寺小運動会（合同競技を１種目） 

８ 11 月 11 日 3 年 １日 社会見学（市内･消防署等）  

９ 11 月 12 日 1 年 午前中 授業交流＋給食 ４小合同後 

１０ 11 月 14 日 全学年 １日 遠足（ふれあい農業公園）  

１１ 11 月 26 日 2 年 １日 社会見学（マリンワールド）  

１２ 12 月 3 日 特別支援学級  未定  

１３ 12 月 18 日 5 年 昼 給食＋授業交流  

３
学
期 

１４ 1 月 23 日 6 年 午前中 未定 ４小合同後 

１５ 1 月 26 日 1～5 年 １日 
音楽鑑賞会･授業交流･給食 

＊登下校 

音 楽 鑑賞

は6年生も 

１６ 1 月 29 日 2 年 午前中 授業交流＋給食 ４小合同後 

１７ 2 月 5 日 特別支援学級 午前中 未定 ４小合同後 

１８ 2 月 10 日 4 年 １日 社会見学（柳川･八女）  

１９ 2 月 12 日 1～5 年 １日 授業交流･給食 ＊登下校  

 

３ 交流時の保護者参観等 

３学期の交流時に、保護者による授業参観を予定します。 

※決まりを設けることがあります。詳細が決まりしだい、お知らせします。 

資 料 ４ 

教育部総務学校規模チーム 
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